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規 則 

 

地 方 公 営 企 業 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 知 事 が 定 め る 職 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 三 十 一 号  

地 方 公 営 企 業 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 知 事 が 定 め る 職 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

地 方 公 営 企 業 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 知 事 が 定 め る 職 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 規 則 第 四

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 三 重 県 企 業 庁 ）   （ 三 重 県 企 業 庁 ）  

第 一 条  三 重 県 企 業 庁 職 員 の う ち 、 地 方 公 営 企 業 法

（ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 九 十 二 号 ） 第 三 十 九 条

第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 知 事 が 定 め る 職 は 、 次 表 の

と お り と す る 。  

第 一 条  三 重 県 企 業 庁 職 員 の う ち 、 地 方 公 営 企 業 法

（ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 九 十 二 号 ） 第 三 十 九 条

第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 知 事 が 定 め る 職 は 、 次 表 の

と お り と す る 。  

 機  関  職    機  関  職   

 本  庁  副 庁 長  次 長  担 当 次 長  課 長  担

当 課 長  施 設 防 災 危 機 管 理 監  機 電

管 理 監  Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監  参 事  副 参

事  工 事 検 査 総 括 監  検 査 監  

  本  庁  副 庁 長  次 長  担 当 次 長  課 長  担

当 課 長  機 電 管 理 監  Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監  

 参 事  副 参 事  工 事 検 査 総 括 監  

 検 査 監  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 三 十 二 号  

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 教 育 長  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  三 重 県 立 学 校 体 育 施 設 の 使 用 料

に 関 す る 条 例 （ 平 成 三 十 一 年 三 重

県 条 例 第 二 号 ） の 規 定 に よ る 次 の

事 務 に 関 す る こ と 。  

イ  第 四 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 体

育 施 設 の 使 用 料 の 決 定 及 び 徴 収  

ロ  第 四 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 照

明 設 備 の 使 用 料 の 決 定 及 び 徴 収  

  教 育 長  一 ～ 五  （ 略 ）   
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         （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

  

附  則  
こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 三 十 三 号  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２  戦 略 企 画 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

２  戦 略 企 画 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

七  高 等 教 育 機 関 の 振 興 に 関 す る こ と 。   

 八 ・ 九  （ 略 ）   七 ・ 八  （ 略 ）  

３ ～ ８  （ 略 ）  ３ ～ ８  （ 略 ）  

第 八 条 の 二  （ 略 ）  第 八 条 の 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  行 財 政 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

３  行 財 政 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

 二  コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る こ と 。   

 三  内 部 統 制 に 関 す る こ と 。   

 四  職 員 の 懲 戒 に 関 す る こ と 。   

 五 ～ 九  （ 略 ）   二 ～ 六  （ 略 ）  

 十  三 重 県 職 員 委 員 会 に 関 す る こ と 。   

４  法 務 ・ 文 書 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

４  法 務 ・ 文 書 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 七  （ 略 ）  一 ～ 七  （ 略 ）  

八  三 重 県 行 政 不 服 審 査 会 に 関 す る こ と 。   

九 ・ 十  （ 略 ）  八 ・ 九  （ 略 ）  

 十  三 重 県 行 政 不 服 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

十 一  所 有 者 不 明 土 地 の 利 用 の 円 滑 化 等 に 関 す る

特 別 措 置 法 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 四 十 九 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 裁 定 （ 地 域 福 利 増 進 事 業 の 該

当 性 の 確 認 等 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 。  

 

５  人 事 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ５  人 事 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  職 員 の 任 免 （ 再 任 用 を 含 む 。 ） 、 分 限 及 び 服

務 に 関 す る こ と 。  

 一  職 員 の 任 免 （ 再 任 用 を 含 む 。 ） 、 分 限 、 懲 戒

及 び 服 務 に 関 す る こ と 。  

 二 ～ 六  （ 略 ）   二 ～ 六  （ 略 ）  

   七  三 重 県 職 員 委 員 会 に 関 す る こ と 。  

 七  （ 略 ）   八  （ 略 ）  

６ ～ 1
1  （ 略 ）  ６ ～ 1
1  （ 略 ）  

第 九 条  （ 略 ）  第 九 条  （ 略 ）  

２ ～ ８  （ 略 ）  ２ ～ ８  （ 略 ）  
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９  ラ イ フ イ ノ ベ ー シ ョ ン 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と

お り と す る 。  

９  ラ イ フ イ ノ ベ ー シ ョ ン 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と

お り と す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

 二  み え メ デ ィ カ ル バ レ ー 構 想 の 推 進 に 関 す る こ

と 。  

 二  み え ラ イ フ イ ノ ベ ー シ ョ ン 総 合 特 区 計 画 の 推

進 に 関 す る こ と 。  

三  み え ラ イ フ イ ノ ベ ー シ ョ ン 総 合 特 区 計 画 の 推

進 に 関 す る こ と 。  

三  み え メ デ ィ カ ル バ レ ー 構 想 の 推 進 に 関 す る こ

と 。  

第 九 条 の 二  （ 略 ）  第 九 条 の 二  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

７  障 が い 福 祉 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

７  障 が い 福 祉 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 誰 も が 共 に 暮 ら し

や す い 三 重 県 づ く り 条 例 （ 平 成 三 十 年 三 重 県 条

例 第 六 十 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

六  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

七  障 害 児 （ 者 ） の 相 談 支 援 及 び 支 援 者 の 人 材 育

成 に 関 す る こ と 。  

 

八 ～ 十  （ 略 ）  六 ～ 八  （ 略 ）  

十 一  三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 に 関 す

る こ と 。  

 

十 二 ～ 二 十 一  （ 略 ）  九 ～ 十 八  （ 略 ）  

第 十 条  （ 略 ）  第 十 条  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

７  大 気 ・ 水 環 境 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

７  大 気 ・ 水 環 境 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 二 十 三  （ 略 ）  一 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

二 十 四  美 し く 豊 か な 自 然 を 保 護 す る た め の 海 岸

に お け る 良 好 な 景 観 及 び 環 境 並 び に 海 洋 環 境 の

保 全 に 係 る 海 岸 漂 着 物 等 の 処 理 等 の 推 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 八 十 二 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と （ 水 環 境 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

二 十 四  美 し く 豊 か な 自 然 を 保 護 す る た め の 海 岸

に お け る 良 好 な 景 観 及 び 環 境 の 保 全 に 係 る 海 岸

漂 着 物 等 の 処 理 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二

十 一 年 法 律 第 八 十 二 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と

（ 水 環 境 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 二 十 五  （ 略 ）   二 十 五  （ 略 ）  

８ ・ ９  （ 略 ）  ８ ・ ９  （ 略 ）  

1
0  く ら し ・ 交 通 安 全 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

1
0  く ら し ・ 交 通 安 全 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一 ～ 七  （ 略 ）  一 ～ 七  （ 略 ）  

 八  三 重 県 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 （ 平 成 三 十 一 年

三 重 県 条 例 第 三 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

  

 九 ～ 二 十 七  （ 略 ）   八 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

1
1 ～ 1
3  （ 略 ）  1
1 ～ 1
3  （ 略 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 に 、 次 に 掲 げ

る 課 を 置 く 。  

２  国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 に 、 次 に 掲 げ

る 課 を 置 く 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 課   

五 ・ 六  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

３ ～ 1
1  （ 略 ）  ３ ～ 1
1  （ 略 ）  

1
2  運 営 調 整 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
2  運 営 調 整 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  三 重 と こ わ か 国 体 の 競 技 施 設 に 関 す る こ と 。  一  三 重 と こ わ か 国 体 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 競
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技 施 設 に 関 す る こ と 。  

二  三 重 と こ わ か 国 体 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 開

会 式 及 び 閉 会 式 の 会 場 に 関 す る こ と 。  

 
三  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

 三  三 重 と こ わ か 大 会 の 競 技 会 等 の 運 営 に 関 す る

こ と 。  

1
3  全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の

と お り と す る 。  

 

一  三 重 と こ わ か 大 会 の 競 技 会 等 の 運 営 に 関 す る

こ と 。  

 

二  三 重 と こ わ か 大 会 の 競 技 施 設 に 関 す る こ と 。   

1
4
～ 1
7  （ 略 ）  1
3
～ 1
6  （ 略 ）  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２ ～ 1
3  （ 略 ）  ２ ～ 1
3  （ 略 ）  

1
4  森 林 ・ 林 業 経 営 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

1
4  森 林 ・ 林 業 経 営 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 一 ～ 二 十 三  （ 略 ）   一 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

 二 十 四  森 林 経 営 管 理 法 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十

五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

1
5
～ 1
9  （ 略 ）  1
5
～ 1
9  （ 略 ）  

第 十 四 条  県 土 整 備 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  第 十 四 条  県 土 整 備 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  

 一 ～ 十 五  （ 略 ）   一 ～ 十 五  （ 略 ）  

十 六  下 水 道 経 営 課  十 六  下 水 道 課  

十 七  下 水 道 事 業 課   

 十 八 ～ 二 十  （ 略 ）  十 七 ～ 十 九  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  公 共 用 地 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  公 共 用 地 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 八  （ 略 ）  一 ～ 八  （ 略 ）  

九  所 有 者 不 明 土 地 の 利 用 の 円 滑 化 等 に 関 す る 特

別 措 置 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 地 域 福 利 増 進 事

業 の 該 当 性 の 確 認 等 に 限 る 。 ） 。  

 

５ ～ ９  （ 略 ）  ５ ～ ９  （ 略 ）  

1
0  道 路 建 設 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
0  道 路 建 設 課 の 分 掌 事 務 は 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七

年 法 律 第 百 八 十 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 県 管 理

道 路 の 維 持 、 修 繕 及 び 管 理 に 係 る も の を 除 く 。 ）

と す る 。  

一  道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 県 管 理 道 路 の 維 持 、 修 繕 及 び

管 理 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 

二  踏 切 道 改 良 促 進 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 九

十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 既 成 市 街 地 内 に

係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 

1
1  （ 略 ）  1
1  （ 略 ）  

1
2  河 川 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
2  河 川 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  水 防 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 三 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と （ 洪 水 浸 水 想 定 区 域 の 指 定 等

に 関 す る こ と に 限 る 。 ） 。  

三  水 防 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 三 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と （ 浸 水 想 定 区 域 の 指 定 等 に 関

す る こ と に 限 る 。 ） 。  

四 ～ 七  （ 略 ）  四 ～ 七  （ 略 ）  

1
3
～ 1
5  （ 略 ）  1
3
～ 1
5  （ 略 ）  

平成31年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

5



1
6  都 市 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
6  都 市 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 四  （ 略 ）  一 ～ 十 四  （ 略 ）  
十 五  踏 切 道 改 良 促 進 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 既

成 市 街 地 内 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

1
7  下 水 道 経 営 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

1
7  下 水 道 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  下 水 道 事 業 に 関 す る こ と 。  

一  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

二  下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と （ 流 域 下 水 道 の 維 持 そ の 他 管

理 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

 四  下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と 。  

1
8  下 水 道 事 業 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 

一  下 水 道 事 業 に 関 す る こ と 。   

二  下 水 道 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 流 域 下 水 道 の

維 持 そ の 他 管 理 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 

1
9
～ 2
2  （ 略 ）  1
8
～ 2
1  （ 略 ）  

 （ 職 制 ）   （ 職 制 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  第 十 九 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理

す る た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理

す る た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

 職  組 織  職 務    職  組 織  職 務   

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 ひ と づ く り

政 策 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 人 づ

く り 施 策 （ 職 員 に 係 る

も の を 除 く 。 ） に 係 る

総 合 調 整 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

  ひ と づ く り

政 策 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 人 づ

く り 施 策 （ 職 員 に 係 る

も の を 除 く 。 ） に 係 る

総 合 調 整 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

 

 コ ン プ ラ イ

ア ン ス 総 括

監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 全 庁 的

な コ ン プ ラ イ ア ン ス の 取

組 の 総 括 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。  

      

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 コ ン プ ラ イ

ア ン ス ・ 労

使 協 働 推 進

監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 部 内 の

人 権 施 策 並 び に コ ン プ ラ

イ ア ン ス 及 び 労 使 協 働 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  コ ン プ ラ イ

ア ン ス ・ 労

使 協 働 推 進

監  

総 務 部  上 司 の 命 を 受 け て 部 内 の

人 権 施 策 並 び に コ ン プ ラ

イ ア ン ス 、 労 使 協 働 及 び

人 事 に 係 る 調 整 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

 （ 分 掌 事 務 ）   （ 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 六 条  設 置 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 福 祉

事 務 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

第 三 十 六 条  設 置 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 福 祉

事 務 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  
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 一 ～ 十  （ 略 ）   一 ～ 十  （ 略 ）  

 十 一  日 本 赤 十 字 社 援 護 物 資 に 関 す る こ と 。   

 十 二  （ 略 ）   十 一  （ 略 ）  

  十 二  災 害 救 助 に 関 す る こ と （ 北 勢 福 祉 事 務 所 に

あ っ て は 、 福 祉 業 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

   十 三  法 外 援 護 物 資 及 び 義 援 物 資 に 関 す る こ と 。  

 十 三 ～ 十 七  （ 略 ）   十 四 ～ 十 八  （ 略 ）  

 （ 所 管 区 域 の 特 例 ）   （ 所 管 区 域 の 特 例 ）  

第 三 十 六 条 の 二  前 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 第 一

号 か ら 第 十 一 号 ま で の 事 務 を 除 く 事 務 に つ い て

は 、 設 置 条 例 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 所 管 区 域 に

か か わ ら ず 、 四 日 市 市 、 桑 名 市 及 び い な べ 市 の 区

域 は 北 勢 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と し 、 多 気 郡 明 和

町 及 び 多 気 郡 大 台 町 の 区 域 は 多 気 度 会 福 祉 事 務 所

の 所 管 区 域 か ら 除 き 、 伊 勢 市 、 鳥 羽 市 及 び 志 摩 市

の 区 域 は 多 気 度 会 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と し 、 尾

鷲 市 の 区 域 は 紀 北 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と し 、 熊

野 市 の 区 域 は 紀 南 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と す る 。  
第 三 十 六 条 の 二  前 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 第 一

号 か ら 第 十 号 ま で の 事 務 を 除 く 事 務 に つ い て は 、

設 置 条 例 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 所 管 区 域 に か か

わ ら ず 、 四 日 市 市 、 桑 名 市 及 び い な べ 市 の 区 域 は

北 勢 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と し 、 多 気 郡 明 和 町 及

び 多 気 郡 大 台 町 の 区 域 は 多 気 度 会 福 祉 事 務 所 の 所

管 区 域 か ら 除 き 、 伊 勢 市 、 鳥 羽 市 及 び 志 摩 市 の 区

域 は 多 気 度 会 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と し 、 尾 鷲 市

の 区 域 は 紀 北 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と し 、 熊 野 市

の 区 域 は 紀 南 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 と す る 。  

 （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）   （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）   第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  

２  総 務 企 画 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ２  総 務 企 画 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  関 係 団 体 の 人 権 啓 発 に 関 す る こ と （ 熊 野 農 林

事 務 所 を 除 く 。 ） 。  

四  関 係 団 体 の 人 権 啓 発 に 関 す る こ と 。  

 五  農 業 経 営 の 資 金 融 資 及 び 相 談 に 関 す る こ と

（ 桑 名 農 政 事 務 所 に お け る 審 査 事 務 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 。  

 五  農 業 経 営 の 資 金 融 資 及 び 相 談 に 関 す る こ と

（ 桑 名 農 政 事 務 所 及 び 熊 野 農 林 事 務 所 に お け る

審 査 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

  六  食 の 安 全 及 び 安 心 に 関 す る こ と （ 熊 野 農 林 事

務 所 に 限 る 。 ） 。  

六  （ 略 ）  七  （ 略 ）  

３  農 政 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  農 政 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

二  農 業 経 営 の 資 金 融 資 及 び 相 談 に 関 す る こ と

（ 桑 名 農 政 事 務 所 を 除 き 、 審 査 事 務 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 。  

二  農 業 経 営 の 資 金 融 資 及 び 相 談 に 関 す る こ と

（ 桑 名 農 政 事 務 所 及 び 熊 野 農 林 事 務 所 を 除 き 、

審 査 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

三 ～ 七  （ 略 ）  三 ～ 七  （ 略 ）  

八  食 の 安 全 及 び 安 心 に 関 す る こ と 。  八  食 の 安 全 及 び 安 心 に 関 す る こ と （ 熊 野 農 林 事

務 所 を 除 く 。 ） 。  

九 ～ 二 十 四  （ 略 ）  九 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

二 十 五  人 ・ 農 地 プ ラ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。  二 十 五  人 ・ 農 地 プ ラ ン の 推 進 に 関 す る こ と （ 津

農 林 水 産 事 務 所 に あ っ て は 、 農 地 の 利 用 調 整 に

関 す る こ と に 限 る 。 ） 。  

二 十 六  関 係 団 体 の 人 権 啓 発 に 関 す る こ と （ 熊 野

農 林 事 務 所 に 限 る 。 ） 。  

 

二 十 七 ・ 二 十 八  （ 略 ）  二 十 六 ・ 二 十 七  （ 略 ）  

二 十 九  農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 の 施 行 に 関 す る

こ と （ 認 定 農 業 者 の 育 成 及 び 支 援 に 関 す る こ と

を 除 く 。 ） 。  

二 十 八  農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 の 施 行 に 関 す る

こ と （ 桑 名 農 政 事 務 所 、 四 日 市 農 林 事 務 所 、 松

阪 農 林 事 務 所 、 伊 賀 農 林 事 務 所 及 び 熊 野 農 林 事

務 所 に あ っ て は 、 認 定 農 業 者 の 育 成 及 び 支 援 に

関 す る こ と 、 津 農 林 水 産 事 務 所 及 び 伊 勢 農 林 水
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産 事 務 所 に あ っ て は 、 農 地 の 利 用 調 整 に 関 す る

こ と に 限 る 。 ） 。  
三 十 ・ 三 十 一  （ 略 ）  二 十 九 ・ 三 十  （ 略 ）  

三 十 二  農 地 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 同 法 第 四

条 、 第 五 条 及 び 第 五 十 一 条 に 関 す る こ と を 除

く 。 ） 。  

三 十 一  農 地 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 同 法 第 四

条 、 第 五 条 及 び 第 五 十 一 条 に 関 す る こ と を 除 く

（ 熊 野 農 林 事 務 所 を 除 く 。 ） 。 ） 。  

三 十 三 ～ 四 十 四  （ 略 ）  三 十 二 ～ 四 十 三  （ 略 ）  

４  農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）   一 ～ 六  （ 略 ）  

七  農 地 海 岸 の 災 害 復 旧 に 関 す る こ と （ 四 日 市 農

林 事 務 所 、 伊 勢 農 林 水 産 事 務 所 及 び 熊 野 農 林 事

務 所 に 限 る 。 ） 。  

 

八  （ 略 ）  七  （ 略 ）  

九  登 記 に 関 す る こ と （ 伊 勢 農 林 水 産 事 務 所 に あ

っ て は 、 宮 川 用 水 事 業 及 び 水 産 事 業 に 係 る も の

を 除 く 。 ） 。  

八  登 記 に 関 す る こ と 。  

十 ～ 十 五  （ 略 ）  九 ～ 十 四  （ 略 ）  

５  農 政 ・ 農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

５  農 政 ・ 農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一 ～ 三 十 三  （ 略 ）  一 ～ 三 十 三  （ 略 ）  

三 十 四  農 地 海 岸 の 災 害 復 旧 に 関 す る こ と 。   

三 十 五 ～ 五 十 九  （ 略 ）  三 十 四 ～ 五 十 八  （ 略 ）  

６ ～ 1
0  （ 略 ）  ６ ～ 1
0  （ 略 ）  

1
1  前 項 に 規 定 す る 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー の 分

掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

1
1  前 項 に 規 定 す る 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー の 分

掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 八  （ 略 ）   一 ～ 八  （ 略 ）  

  九  人 ・ 農 地 プ ラ ン の 推 進 に 関 す る こ と （ 農 地 の

利 用 調 整 に 関 す る こ と を 除 き 、 津 地 域 農 業 改 良

普 及 セ ン タ ー に 限 る 。 ） 。  

九  農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 の 施 行 に 関 す る こ と

（ 認 定 農 業 者 の 育 成 及 び 支 援 に 関 す る こ と に 限

る 。 ） 。  

 十  農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 の 施 行 に 関 す る こ と

（ 桑 名 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー 、 四 日 市 鈴 鹿

地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー 、 松 阪 地 域 農 業 改 良

普 及 セ ン タ ー 、 伊 賀 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

及 び 紀 州 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー に あ っ て

は 、 認 定 農 業 者 の 育 成 及 び 支 援 に 関 す る こ と に

限 り 、 津 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー 及 び 伊 勢 志

摩 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー に あ っ て は 、 農 地

の 利 用 調 整 に 関 す る こ と を 除 く 。 ） 。  

1
2
・ 1
3  （ 略 ）  1
2
・ 1
3  （ 略 ）  

 （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）   （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 四 十 一 条 の 三  設 置 条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す

る 建 設 事 務 所 に 、 次 に 掲 げ る 室 を 置 く 。  

第 四 十 一 条 の 三  設 置 条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す

る 建 設 事 務 所 に 、 次 に 掲 げ る 室 を 置 く 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

 六  プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 室 （ 四 日 市 建 設 事 務 所 に 限

る 。 ）  

六 ～ 九  （ 略 ）  七 ～ 十  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  事 業 推 進 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

６  事 業 推 進 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一  公 共 事 業 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と （ 志 摩 建 設 一  公 共 事 業 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と （ 四 日 市 建

平成31年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

8



事 務 所 に あ っ て は 、 鳥 羽 地 域 の プ ロ ジ ェ ク ト に

係 る も の を 除 く 。 ） 。  

設 事 務 所 に あ っ て は 、 高 規 格 道 路 及 び 中 心 市 街

地 に 係 る プ ロ ジ ェ ク ト に 係 る も の を 、 志 摩 建 設

事 務 所 に あ っ て は 鳥 羽 地 域 の プ ロ ジ ェ ク ト に 係

る も の を 除 く 。 ） 。  

二  道 路 、 河 川 、 海 岸 、 港 湾 、 砂 防 、 地 す べ り 防

止 、 急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 、 都 市 計 画 （ 流 域 下 水 道

事 務 所 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 災 害

復 旧 事 業 に 係 る 調 査 並 び に 工 事 の 設 計 、 施 行 及

び 監 督 に 関 す る こ と （ 海 岸 に 関 す る こ と に つ い

て は 伊 賀 建 設 事 務 所 を 、 港 湾 に 関 す る こ と に つ

い て は 四 日 市 建 設 事 務 所 及 び 伊 賀 建 設 事 務 所

を 、 志 摩 建 設 事 務 所 に あ っ て は 鳥 羽 地 域 の プ ロ

ジ ェ ク ト に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

二  道 路 、 河 川 、 海 岸 、 港 湾 、 砂 防 、 地 す べ り 防

止 、 急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 、 都 市 計 画 （ 流 域 下 水 道

事 務 所 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 災 害

復 旧 事 業 に 係 る 調 査 並 び に 工 事 の 設 計 、 施 行 及

び 監 督 に 関 す る こ と （ 海 岸 に 関 す る こ と に つ い

て は 伊 賀 建 設 事 務 所 を 、 港 湾 に 関 す る こ と に つ

い て は 四 日 市 建 設 事 務 所 及 び 伊 賀 建 設 事 務 所

を 、 四 日 市 建 設 事 務 所 に あ っ て は 高 規 格 道 路 及

び 中 心 市 街 地 に 係 る プ ロ ジ ェ ク ト に 係 る も の

を 、 志 摩 建 設 事 務 所 に あ っ て は 鳥 羽 地 域 の プ ロ

ジ ェ ク ト に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

三  市 町 が 行 う 災 害 復 旧 事 業 の 監 督 に 関 す る こ

と 。  

三  市 町 が 行 う 災 害 復 旧 事 業 の 監 督 に 関 す る こ と

（ 四 日 市 建 設 事 務 所 に つ い て は 、 高 規 格 道 路 及

び 中 心 市 街 地 に 係 る プ ロ ジ ェ ク ト に 係 る も の を

除 く 。 ） 。  

四 ～ 七  （ 略 ）  四 ～ 七  （ 略 ）  

 ７  プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。   

 一  公 共 事 業 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と （ 高 規 格 道

路 及 び 中 心 市 街 地 に 係 る プ ロ ジ ェ ク ト に 係 る も

の に 限 る 。 ） 。  

 二  道 路 、 河 川 、 都 市 計 画 （ 流 域 下 水 道 事 務 所 の

所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 災 害 復 旧 事 業

に 係 る 調 査 並 び に 工 事 の 設 計 、 施 行 及 び 監 督 に

関 す る こ と （ 高 規 格 道 路 及 び 中 心 市 街 地 に 係 る

プ ロ ジ ェ ク ト に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

  三  市 町 が 行 う 災 害 復 旧 事 業 の 監 督 に 関 す る こ と

（ 高 規 格 道 路 及 び 中 心 市 街 地 に 係 る プ ロ ジ ェ ク

ト に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

７ ～ 1
0  （ 略 ）  ８ ～ 1
1  （ 略 ）  

 （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）   （ 分 掌 事 務 ）  

第 五 十 六 条  保 健 環 境 研 究 所 に 、 次 に 掲 げ る 室 を 置  

く 。  

第 五 十 六 条  保 健 環 境 研 究 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と  

お り と す る 。  

一  企 画 調 整 室  一  保 健 衛 生 及 び 環 境 保 全 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試

験 検 査 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

二  衛 生 研 究 室  二  感 染 症 情 報 セ ン タ ー の 運 用 管 理 に 関 す る こ

と 。  

三  環 境 研 究 室  三  保 健 事 象 の 疫 学 研 究 に 関 す る こ と 。  

 四  公 衆 衛 生 情 報 の 収 集 、 解 析 及 び 提 供 に 関 す る

こ と 。  

 五  細 菌 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ

と 。  

 六  ウ ィ ル ス 、 リ ケ ッ チ ア 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験

検 査 に 関 す る こ と 。  

 七  原 虫 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ

と 。  
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 八  感 染 症 に 係 る 分 子 生 物 学 的 調 査 研 究 及 び 試 験

検 査 に 関 す る こ と 。  

 九  病 理 学 的 ・ 臨 床 医 学 的 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査

に 関 す る こ と 。  

 十  医 薬 品 、 化 粧 品 、 家 庭 用 品 等 の 安 全 性 に 係 る

調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

 十 一  食 品 、 食 品 添 加 物 、 食 品 汚 染 物 等 の 理 化 学

的 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

 十 二  毒 物 、 劇 物 、 麻 薬 等 の 理 化 学 的 調 査 研 究 及

び 試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

 十 三  飲 料 水 、 温 泉 水 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査

に 関 す る こ と 。  

 十 四  放 射 能 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す

る こ と 。  

 十 五  大 気 汚 染 防 止 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査

に 関 す る こ と 。  

 十 六  水 質 汚 濁 防 止 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査

に 関 す る こ と 。  

 十 七  土 壌 汚 染 対 策 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査

に 関 す る こ と 。  

 十 八  廃 棄 物 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す

る こ と 。  

 十 九  悪 臭 物 質 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関

す る こ と 。  

 二 十  保 健 衛 生 及 び 環 境 保 全 に 係 る 研 修 指 導 の 企

画 及 び 技 術 的 援 助 に 関 す る こ と 。  

 二 十 一  そ の 他 保 健 衛 生 及 び 環 境 保 全 に 係 る 調 査

研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

２  企 画 調 整 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  保 健 衛 生 及 び 環 境 保 全 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試

験 検 査 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 

二  感 染 症 情 報 セ ン タ ー の 運 用 管 理 に 関 す る こ

と 。  

 

三  保 健 事 象 の 疫 学 研 究 に 関 す る こ と 。   

四  公 衆 衛 生 情 報 の 収 集 、 解 析 及 び 提 供 に 関 す る

こ と 。  

 

 五  疫 学 研 究 に 係 る 研 修 指 導 の 企 画 及 び 技 術 的 援

助 に 関 す る こ と 。  

 

 六  そ の 他 保 健 衛 生 に 係 る 調 査 研 究 に 関 す る こ と

（ 疫 学 研 究 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

３  衛 生 研 究 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  細 菌 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ

と 。  

 

二  ウ ィ ル ス 、 リ ケ ッ チ ア 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験

検 査 に 関 す る こ と 。  

 

三  原 虫 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ

と 。  

 

四  感 染 症 に 係 る 分 子 生 物 学 的 調 査 研 究 及 び 試 験

検 査 に 関 す る こ と 。  

 

五  病 理 学 的 ・ 臨 床 医 学 的 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査  

平成31年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

10



に 関 す る こ と 。  

六  医 薬 品 、 化 粧 品 、 家 庭 用 品 等 の 安 全 性 に 係 る

調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

 
七  食 品 、 食 品 添 加 物 、 食 品 汚 染 物 等 の 理 化 学 的

調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

 

八  毒 物 、 劇 物 、 麻 薬 等 の 理 化 学 的 調 査 研 究 及 び

試 験 検 査 に 関 す る こ と 。  

 

九  飲 料 水 、 温 泉 水 等 の 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に

関 す る こ と 。  

 

十  放 射 能 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る

こ と 。  

 

 十 一  保 健 衛 生 に 係 る 研 修 指 導 の 企 画 及 び 技 術 的

援 助 に 関 す る こ と （ 疫 学 研 究 に 係 る も の を 除

く 。 ） 。  

 

 十 二  そ の 他 保 健 衛 生 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検

査 に 関 す る こ と （ 疫 学 研 究 に 係 る も の を 除

く 。 ） 。  

 

４  環 境 研 究 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  大 気 汚 染 防 止 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に

関 す る こ と 。  

 

二  水 質 汚 濁 防 止 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に

関 す る こ と 。  

 

三  土 壌 汚 染 対 策 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に

関 す る こ と 。  

 

四  廃 棄 物 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す る

こ と 。  

 

五  悪 臭 物 質 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関 す

る こ と 。  

 

 六  環 境 保 全 に 係 る 研 修 指 導 の 企 画 及 び 技 術 的 援

助 に 関 す る こ と 。  

 

 七  そ の 他 環 境 保 全 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査

に 関 す る こ と 。  

 

（ 設 置 ）  （ 設 置 ）  

第 五 十 七 条  林 業 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 並 び に

人 材 の 育 成 に 関 す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め に 、 林 業

研 究 所 を 設 置 す る 。  

第 五 十 七 条  林 業 に 係 る 調 査 研 究 及 び 試 験 検 査 に 関

す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め に 、 林 業 研 究 所 を 設 置

す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 分 掌 事 務 ）   （ 分 掌 事 務 ）  

第 八 十 条  障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー の 分 掌 事 務 は 、

次 の と お り と す る 。  

第 八 十 条  障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー の 分 掌 事 務 は 、

次 の と お り と す る 。  

一 ～ 八  （ 略 ）  一 ～ 八  （ 略 ）  

 九  そ の 他 障 害 者 の 相 談 支 援 、 地 域 生 活 支 援 及 び

支 援 者 の 人 材 育 成 及 び 研 修 に 関 す る こ と （ こ こ

ろ の 健 康 セ ン タ ー の 事 務 に 係 る も の を 除

く 。 ） 。  

第 百 十 条  地 域 機 関 に お い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 職 を そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置

き 、 そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る

と お り と す る 。  

第 百 十 条  地 域 機 関 に お い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 職 を そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置

き 、 そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る

と お り と す る 。  

 職  組 織  職 務    職  組 織  職 務   
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           （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 部 長  部  上 司 の 命 を 受 け て 部 で

処 理 す る 事 務 を 掌 理

し 、 部 下 職 員 を 指 揮 監

督 す る 。  

  部 長  部  上 司 の 命 を 受 け て 部 で

処 理 す る 事 務 を 掌 理

し 、 部 下 職 員 を 指 揮 監

督 す る 。  

 

 次 長  部  部 長 を 補 佐 し 、 上 司 の

命 を 受 け て あ ら か じ め

定 め ら れ た 事 務 を 掌 理

す る 。  

      

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八 条 の 二 第 四 項 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 （ 同 項

に 第 十 一 号 と し て 加 え る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 十 四 条 第 四 項 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 同 年 六 月 一 日 か ら 施 行

す る 。  

 

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日  

                        三  重  県  知 事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 四 号  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 一 総 務 部 行 財 政 改 革 推 進 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

2 懲戒に関す
る事務  

地方公務員法（昭和 25 年法律第
261 号）第 29 条の規定による懲戒処
分（非常勤職員及び臨時的任用職員

を除く。）  

○           

別 表 第 一 総 務 部 法 務 ・ 文 書 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

3 所有者不明
土地の利用

の円滑化等
に関する特
別 措 置 法

（ 平 成 30
年 法 律 第
49 号 ） の

施行に関す
る事務  

1  法第 13 条第 1 項の規定による
裁定 

  ○         

2  法第 13 条第 4 項の規定による

収用委員会の意見聴取（法第 19
条第 4 項において準用する場合を
含む。）  

    ○       

3  法第 14 条の規定による通知及

び公告（法第 19 条第 4 項におい
て準用する場合を含む。）  

    ○       

4  法第 19 条第 3 項の規定による

裁定 

  ○         

5  法第 23 条第 1 項の規定による
裁定の取消  

  ○         

6  法第 23 条第 2 項の規定による
公告 

    ○       

7  法第 28 条第 1 項の規定による

公告及び縦覧（法第 37 条第 2 項
において準用する場合を含む。）  

    ○       

8  法第 28 条第 2 項の規定による

通知（法第 37 条第 2 項において
準用する場合を含む。）  

    ○       

9  法第 29 条第 1 項の規定による
却下（法第 37 条第 2 項において

準用する場合を含む。）  

  ○         

10 法第 29 条第 2 項の規定による
却下（法第 37 条第 2 項において 

  ○         
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準用する場合を含む。）             

11 法第 29 条第 3 項の規定による

通知（法第 37 条第 2 項において
準用する場合を含む。）  

    ○       

12 法第 30 条第 1 項の規定による
裁定手続の開始の決定（法第 37

条第 2 項において準用する場合を
含む。）  

  ○         

13 法第 30 条第 1 項の規定による
公告及び登記の嘱託（法第 37 条

第 2 項において準用する場合を含
む。）  

    ○       

14 法第 32 条第 1 項の規定による

裁定 

  ○         

 15 法第 32 条第 4 項の規定による
収用委員会の意見聴取（法第 37
条第 4 項において準用する場合を

含む。）  

    ○       

16 法第 33 条の規定による通知及
び公告（法第 37 条第 4 項におい
て準用する場合を含む。）  

    ○       

17 法第 36 条第 1 項の規定による

調査の実施（法第 37 条第 4 項に
おいて準用する場合を含む。）  

    ○       

18 法第 37 条第 3 項の規定による

裁定 

  ○         

別 表 第 一 総 務 部 人 事 課 の 表 第 一 号 の 項 第 一 号 中 「 （昭和 25 年法律第 261 号） 」 を 削 り 、 同 表 第 二 号 の 項 中

「 、懲戒等 」 を 削 り 、 第 四 号 を 削 る 。  

別 表 第 一 医 療 保 健 部 医 務 国 保 課 の 表 第 二 号 の 項 第 十 六 号 中 「 第 7 条の 2 第 7 項 」 を 「第 7 条の 2 第 6 項 」 に 改

め 、 同 項 第 二 十 八 号 中 「 命令 」 の 次 に 「 並びに法第 24 条の 2 の規定による措置命令及び業務停止命令 」 を 加

え 、 同 項 第 五 十 二 号 中 「 第 51 条 」 を 「第 52 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 五 十 九 号 中 「 第 57 条第 4 項 」 を 「第 58

条の 2 第 4 項 」 に 改 め 、 同 項 第 六 十 四 号 中 「 社会医療法人の 」 の 次 に 「認定の取消し又は 」 を 加 え る 。  

別 表 第 一 医 療 保 健 部 地 域 医 療 推 進 課 の 表 中 第 十 号 の 項 を 第 十 一 号 の 項 と し 、 第 一 号 の 項 か ら 第 九 号 の 項 ま で を

一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 に 第 一 号 の 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。  

1 医療法の施

行に関する
事務 

1  法第 30 条の 4 第 1 項の規定によ

る医療計画の策定 

○           

2  法第 30 条の 4 第 16 項の規定に
よる医療計画の厚生労働大臣への
提出及び公示 

    ○       

 3  法第 30 条の 5 の規定による医

療計画に関する必要な情報の要求  

    ○       

 4  法第 30 条の 6 の規定による医
療計画の変更  

○           

 5  法第 30 条の 11 の規定による医

療計画達成推進のための勧告  

   ○        

 6  法第 30 条の 12 第 1 項の規定に
よる病院又は診療所の病床数削減
措置要請  

   ○        

 7  法第 30 条の 12 第 2 項の規定に

よる病院又は診療所の病床数削減
措置勧告  

   ○        

 8  法第 30 条の 12 第 3 項の規定に
よる病院又は診療所の病床数削減

措置勧告に従わない旨の公表  

   ○        

 9  法第 30 条の 13 第 3 項の規定に
よる病院等の病床機能報告に関す

る必要な情報の要求  

    ○       
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 10 法第 30 条の 13 第 5 項の規定に

よる病院等に対する病床機能報告
の実施命令又は是正命令  

   ○        

           

 11 法第 30 条の 13 第 6 項の規定に

よる病院等が病床機能報告の実施
命令等に従わない旨の公表  

   ○        

 12 法第 30 条の 14 第 1 項の規定に
よる地域医療構想達成推進のため

の協議の場の設置  

   ○        

 13 法第 30 条の 15 第 1 項の規定に
よる病院等に対する病床機能報告
に係る理由等の提出要求  

   ○        

 14 法第 30 条の 15 第 2 項の規定に

よる病院等に対する協議の場への
参加要求  

   ○        

 15 法第 30 条の 15 第 4 項の規定に

よる病院等に対する医療審議会で
の説明要求  

   ○        

 16 法第 30 条の 15 第 6 項の規定に
よる病院等に対する是正措置命令  

   ○        

 17 法第 30 条の 15 第 7 項の規定に

よる病院等に対する是正措置要請  

   ○        

 18 法第 30 条の 16 第 1 項の規定に
よる病院等に対する必要な医療機
能に係る医療を提供することの指

示 

   ○        

 19 法第 30 条の 16 第 2 項の規定に
よる病院等に対する必要な医療機

能に係る医療を提供することの要
請 

   ○        

 20 法第 30 条の 17 の規定による病
院等に対する措置を講ずべきこと

の勧告  

   ○        

 21 法第 30 条の 18 の規定による病
院等が命令、指示又は勧告に従わ
ない旨の公表  

   ○        

  22 法第 35 条の規定による公的医

療機関に対する命令及び指示  

   ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 健 康 づ く り 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

16 三重県肝が
ん・重度肝

硬変治療研
究促進事業
実施要綱の

施行に関す
る事務  

1  要綱第 5 の(1)の規定による指定
医療機関の指定 

    ○       

2  要綱第 5 の(1)の規定による指定

医療機関の指定の取消し 

    ○       

3  要綱第 5 の(2)の規定による指定
医療機関への費用の交付 

    ○       

4  要綱第 6 の(1)の規定による対象

患者の認定 

      ○    保健所  

5  要綱第 6 の(3)の規定による対象
患者の認定の取消し 

      ○    保健所  

 6  要綱第 7 の(1)の規定による厚生
労働大臣への個人票の提出 

    ○       

別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 二 十 五 号 の 項 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

3  法第 8 条第 1 項の規定による宿
泊者名簿の提出要求（第 36 条に
おいて準用する場合を含む。）  

         ○ 保健所  

別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 二 十 五 号 の 項 第 九 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

9  法第 17 条第 1 項の規定による
報告の聴取及び立入検査  

         ○ 保健所  
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別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 二 十 五 号 の 項 第 十 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

18 法第 45 条第 2 項の規定による

報告の聴取及び立入検査  

         ○ 保健所  
別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 十 六 号 の 項 中 第 五 十 号 を 第 五 十 二 号 と し 、 第 四 十 三 号 か ら 第 四 十 九

号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 四 十 二 号 中 「 及び第 78 条第 1 項 」 を 「、第 77 条の 2 第 1 項及び第 2 項並び

に第 78 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 十 四 号 と し 、 同 項 中 第 四 十 一 号 を 第 四 十 三 号 と し 、 第 四 十 号 を 第 四

十 一 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

42 法第 77 条の 2 第 1 項及び第 2
項の規定による費用徴収の決定  

      ○    保健所  
福祉事 務
所 

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 十 六 号 の 項 中 第 三 十 九 号 を 第 四 十 号 と し 、 第 三 十 四 号 か ら 第 三 十 八

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 三 十 三 号 中 「 第 55 条の 6 第 2 項 」 を 「第 55 条の 7 第 2 項 」 に 改 め 、 同 号 を

同 項 第 三 十 四 号 と し 、 同 項 第 三 十 二 号 中 「 第 55 条の 6 」 を 「 第 55 条の 7 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 十 三 号 と

し 、 同 項 第 三 十 一 号 中 「 第 55 条の 5 」 を 「 第 55 条の 6 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 十 二 号 と し 、 同 項 第 三 十 号 の

次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

31 法第 55 条の 5 第 1 項の規定に

よる進学準備給付金の支給の決定
及び通知  

         ○ 福祉事 務

所 

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 十 九 号 の 項 中 第 三 十 七 号 を 第 三 十 八 号 と し 、 第 三 十 一 号 か ら 第 三 十

六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 三 十 号 中 「 及び第 78 条第 1 項 」 を 「、第 77 条の 2 第 1 項及び第 2 項並び

に第 78 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 十 一 号 と し 、 同 項 中 第 二 十 九 号 を 第 三 十 号 と し 、 第 二 十 八 号 を 第 二

十 九 号 と し 、 第 二 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

28 法第 14 条第 4 項においてその
例によるとされている生活保護法

第 77 条の 2 第 1 項及び第 2 項の
規定による費用徴収の決定  

      ○    保健所  
福祉事 務

所 

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 二 十 一 号 の 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 中 「 第 5 条第 1 項 」 を

「第 6 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 第 10 条第 2 項 」 を 「第 16 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 第 10

条第 3 項 」 を 「第 16 条第 3 項 」 に 改 め 、 同 表 第 二 十 二 号 の 項 中 第 九 号 を 第 十 一 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を

加 え る 。  

12 法第 53 条第 5 項の規定による
報告の徴収  

    ○        

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 二 十 二 号 の 項 第 八 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

9  法第 22 条の 2 第 1 項の規定に

よる認定の申請の受理  

    ○        

10 法第 22 条の 2 第 4 項の規定に
よる認定  

    ○        

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 少 子 化 対 策 課 の 表 第 六 号 の 項 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十

八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 子 育 て 支 援 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 六 十 八 号 を 第 七 十 六 号 と し 、 第 三 十 七 号 か ら 第 六 十

七 号 ま で を 八 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 十 六 号 を 第 四 十 一 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。  

42 政令第 3 条の 2 第 3 項の規定に

よる指定児童福祉司養成施設等の
変更の承認  

    ○        

43 政令第 3 条の 2 第 7 項の規定に
よる指定児童福祉司養成施設等の

長に対する指導等  

    ○        

44 政令第 3 条の 2 第 10 項の規定
による指定児童福祉司養成施設等
の指定の取消し  

   ○        

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 子 育 て 支 援 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 三 十 五 号 を 第 四 十 号 と し 、 第 十 九 号 か ら 第 三 十 四 号

ま で を 五 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 十 八 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

23 法第 33 条の 8 第 2 項の規定に
よる縁組の承諾の許可  

    ○        
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別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 子 育 て 支 援 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 十 七 号 を 第 十 九 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え

る 。  

20 法第 33 条第 9 項の規定による

児童の一時保護  

         ○ 児童相 談

所 

21 法第 33 条第 11 項の規定による
児童の一時保護  

         ○ 児童相 談
所 

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 子 育 て 支 援 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 十 六 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 一 号 か ら 第 十 五 号 ま で を

二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 に 第 一 号 及 び 第 二 号 と し て 次 の 二 号 を 加 え る 。  

1  法第 13 条第 2 項の規定による

児童福祉司の数の決定  

    ○        

2  法第 13 条第 3 項の規定による
児童福祉司の養成に係る施設及び
講習会の指定  

    ○        

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 子 育 て 支 援 課 の 表 第 十 号 の 項 第 九 号 中 「 第 13 条の 4 」 を 「 第 13 条の 5 」 に 改 め 、 同

表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

24 民間あっせ

ん機関によ
る養子縁組
のあっせん

に係る児童
の保護等に
関する法律

（ 平 成 28
年 法 律 第
110 号）の

施行に関す
る事務  

1  法第 6 条第 1 項の規定による許

可 

   ○        

2  法第 7 条第 2 項の規定による調
査等 

    ○       

3  法第 10 条第 1 項の規定による

許可証の交付  

    ○       

4  法第 10 条第 3 項の規定による
届出の受理及び許可証の再発行  

    ○       

5  法第 12 条第 2 項の規定による
有効期間の更新  

    ○       

6  法第 13 条第 1 項の規定による
変更の届出の受理  

    ○       

7  法第 13 条第 2 項の規定による
許可証の交付  

    ○       

8  法第 14 条第 1 項の規定による

事業廃止の届出の受理  

    ○       

9  法第 15 条の規定による命令      ○       

10 法第 16 条第 1 項の規定による
許可の取消し  

   ○        

11 法第 19 条第 1 項の規定による

帳簿の引継ぎ  

    ○       

12 法第 20 条の規定による事業報
告書の受理  

    ○       

13 法第 32 条の規定による報告書
及び届出の受理  

    ○       

14 法第 38 条の規定による指導及
び助言  

    ○       

15 法第 39 条第 1 項の規定による
報告の徴収  

    ○       

16 法第 39 条第 2 項の規定による

立入検査等  

    ○       

17 民間あっせん機関による養子縁
組のあっせんに係る児童の保護等
に関する法律施行規則（平成 29

年厚生労働省令第 125 号）第 4 条
第 3 項及び第 4 項の規定による許
可証の返納の受理  

    ○       

18 省令第 5 条の規定による申請書
の受理  

    ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 の 表 第 二 号 の 項 第 十 三 号 中 「 第 18 条 」 を 「第 19 条 」 に 改 め 、 同 表 第 四
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号 の 項 中 第 六 十 五 号 を 第 六 十 六 号 と し 、 第 六 十 二 号 か ら 第 六 十 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 六 十 一 号 中

「 規定に 」 を 「規定による 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 六 十 二 号 と し 、 同 項 中 第 六 十 号 を 第 六 十 一 号 と し 、 第 四 十 六

号 か ら 第 五 十 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 四 十 五 号 中 「 第 35 条第 7 項 」 を 「第 35 条第 12 項 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 四 十 六 号 と し 、 同 項 第 四 十 四 号 中 「 第 35 条第 6 項 」 を 「第 35 条第 11 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同

項 第 四 十 五 号 と し 、 同 項 中 第 四 十 三 号 を 第 四 十 四 号 と し 、 第 三 十 号 か ら 第 四 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第

二 十 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

30 法第 28 条第 2 項の規定による
措置期間の更新  

         ○ 児童相 談
所 

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 の 表 第 十 二 号 の 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

3  法第 22 条第 1 項の規定による
通報の受理  

    ○        

4  法第 22 条第 2 項の規定による
届出の受理  

    ○        

5  法第 23 条の規定による通知の

受理 

    ○        

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

15 障がいの有
無にかかわ

らず誰もが
共に暮らし
やすい三重

県づくり条
例 （ 平 成
30 年 三 重

県 条 例 第
69 号 ） の
施行に関す

る事務  

1  条例第 18 条第 1 項の規定によ
る助言及びあっせんの申立ての受

理 

    ○       

2  条例第 19 条第 1 項の規定によ
る助言及びあっせん  

    ○       

3  条例第 19 条第 3 項の規定によ
る三重県障がい者差別解消調整委

員会への諮問  

  ○         

4  条例第 19 条第 4 項の規定によ
る三重県障がい者差別解消調整委

員会への諮問  

  ○         

5  条例第 19 条第 5 項の規定によ
るあっせんの打切り  

    ○       

6  条例第 21 条の規定による勧告     ○        

7  条例第 22 条の規定による意見
の聴取  

    ○       

8  条例第 23 条の規定による助言
及びあっせんの状況の公表  

    ○       

別 表 第 一 環 境 生 活 部 地 球 温 暖 化 対 策 課 の 表 中 第 十 七 号 の 項 を 第 十 八 号 の 項 と し 、 第 四 号 の 項 か ら 第 十 六 号 の 項

ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 号 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

4 気候変動適
応法（平成

30 年 法 律
第 50 号）
の施行に関

する事務  

法第 12 条の規定による地域気候
変動適応計画の策定  

  ○         

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 中 第 七 十 四 号 を 第 九 十 二 号 と し 、 第 七 十 一 号 か ら 第 七 十

三 号 ま で を 十 八 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 七 十 号 中 「 第 60 条第 2 項 」 を 「第 60 条第 3 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第

八 十 八 号 と し 、 同 項 第 六 十 九 号 中 「 第 46 条第 2 項 」 を 「第 46 条第 3 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 八 十 一 号 と し 、

同 号 の 次 に 次 の 六 号 を 加 え る 。  

82 規則第 50 条第 1 項第 1 号ロの
規定の確認  

    ○        

83 規則第 52 条の 5 第 1 項の規定
による届出の受理  

    ○        

84 規則第 52 条の 6 第 1 項の規定
による届出の受理  

    ○        

85 規則第 52 条の 6 第 2 項の規定
による届出の受理  

    ○        

86 規則第 52 条の 7 第 1 項の規定      ○        
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による届出の受理             

87 規則第 52 条の 8 第 1 項の規定

による確認の取消し  

    ○        
別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 中 第 六 十 八 号 を 第 八 十 号 と し 、 第 六 十 五 号 か ら 第 六 十 七

号 ま で を 十 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六 十 四 号 を 第 七 十 四 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

75 規則第 25 条第 1 項第 5 号の規
定による指定  

   ○        

76 規則第 36 条の 3 第 1 項の規定

による計画の受理  

    ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 第 六 十 三 号 中 「 第 16 条第 4 項 」 を 「第 16 条第 5 項 」 に

改 め 、 同 号 を 同 項 第 七 十 三 号 と し 、 同 項 中 第 六 十 二 号 を 第 七 十 二 号 と し 、 第 四 十 五 号 か ら 第 六 十 一 号 ま で を 十 号

ず つ 繰 り 下 げ 、 第 四 十 四 号 を 第 五 十 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

54 法第 27 条の 5 の規定に基づく
協議 

   ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 中 第 四 十 三 号 を 第 五 十 二 号 と し 、 第 二 十 四 号 か ら 第 四 十

二 号 ま で を 九 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 二 十 三 号 中 「 第 12 条第 4 項 」 を 「第 12 条第 5 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第

三 十 二 号 と し 、 同 項 中 第 二 十 二 号 を 第 三 十 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

31 法第 12 条第 4 項の規定による
届出の受理  

    ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 中 第 二 十 一 号 を 第 二 十 九 号 と し 、 第 二 十 号 を 第 二 十 七 号

と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

28 法第 12 条第 1 項第 1 号の規定
による確認  

    ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 中 第 十 九 号 を 第 二 十 六 号 と し 、 第 十 八 号 を 第 二 十 五 号 と

し 、 同 項 第 十 七 号 中 「 第 7 条第 5 項 」 を 「第 7 条第 10 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 四 号 と し 、 同 項 第 十 六 号

を 同 項 第 二 十 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。  

21 法第 7 条第 5 項の規定による通
知 

    ○        

22 法第 7 条第 8 項の規定による命

令 

   ○        

23 法第 7 条第 9 項の規定による報
告の受理  

    ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 中 第 十 五 号 を 第 十 七 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え

る 。  

18 法第 7 条第 2 項の規定による命

令 

   ○        

19 法第 7 条第 3 項の規定による計
画の受理  

    ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 五 号 の 項 第 十 四 号 中 「 汚染除去等の措置 」 を 「計画の提出 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 十 六 号 と し 、 同 項 中 第 十 三 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十 二 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、

第 五 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

6  法第 3 条第 7 項の規定による届
出の受理  

       ○   地域防 災
総合事 務

所等 

7  法第 3 条第 8 項の規定による命
令 

      ○    地域防 災
総合事 務

所等 

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 十 六 号 の 項 中 「 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良

好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 」 を 「美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 」

に 改 め 、 同 表 第 二 十 三 号 の 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

5  法第 6 条の 2 第 2 項の規定によ
る承継の届出の受理  

        ○  地域防 災
総合事 務  
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           所等 

別 表 第 一 環 境 生 活 部 く ら し ・ 交 通 安 全 課 の 表 中 第 十 七 号 の 項 を 第 十 八 号 の 項 と し 、 第 六 号 の 項 か ら 第 十 六 号 の

項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

6 三重県犯罪

被害者等支
援条例（平
成 31 年三

重県条例第
3 号）の施
行に関する

事務 

1  条例第 8 条の規定による総合的

な支援体制の整備  

  ○         

2  条例第 9 条の規定による推進計
画の策定及び変更  

  ○         

別 表 第 一 環 境 生 活 部 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 課 の 表 第 一 号 の 項 第 四 十 八 号 か ら 第 五 十 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

48 法第 12 条の 6 第 1 項の規定に
よる産業廃棄物管理票に関する勧

告 

           

(1)  事務所又は事業場が県内に
ある事業者（産業廃棄物処理
業者を含む。）  

       ○   地域防 災
総合事 務
所等 

(2)  (1)以外のもの      ○        

49 法第 12 条の 6 第 2 項の規定に
よる産業廃棄物管理票に関する公
表 

           

(1)  事務所又は事業場が県内に

ある事業者（産業廃棄物処理
業者を含む。）  

       ○   地域防 災

総合事 務
所等 

(2)  (1)以外のもの      ○        

50 法第 12 条の 6 第 3 項の規定に
よる産業廃棄物管理票に関する命

令 

           

(1)  事務所又は事業場が県内に
ある事業者（産業廃棄物処理

業者を含む。）  

       ○   地域防 災
総合事 務

所等 

(2)  (1)以外のもの      ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 廃 棄 物 ・ 監 視 指 導 課 の 表 第 一 号 の 項 第 十 二 号 及 び 第 十 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

12 法第 19 条の 9 の規定による適
正処理推進センターへの協力要請  

  ○         

13 法第 19 条の 10 第 2 項において

準用する法第 19 条の 5 の規定に
よる措置命令  

  ○         

別 表 第 一 農 林 水 産 部 担 い 手 支 援 課 の 表 中 第 十 一 号 の 項 を 削 り 、 第 十 二 号 の 項 を 第 十 一 号 の 項 と し 、 第 十 三 号 の

項 か ら 第 三 十 四 号 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 六 号 の 項 中 第 五 十 三 号 を 第 五 十 四 号 と し 、 第 二 十 四 号 か ら 第 五

十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 十 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

24 法第 54 条の 2 第 1 項及び第 2
項の規定による業務報告書の受理  

           

(1)  農林水産事務所等の所管区

域又はその区域に満たない区
域を地区とする農業協同組合
及び農業協同組合連合会に係

るもの  

       ○   農林水 産

事務所等  

(2)  (1)以外のもの      ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 六 号 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。  

55 法第 97 条第 1 項第 1 号の規定
による共済代理店の設置又は廃止

の届出の受理  

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 十 三 号 の 項 を 同 表 第 十 四 号 の 項 と し 、 同 表 第 十 二 号 の 項 中 第 二

十 一 号 を 削 り 、 第 二 十 二 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 二 十 三 号 か ら 第 三 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 三 十 三 号
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か ら 第 三 十 五 号 ま で を 次 の よ う に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 十 三 号 の 項 と す る 。  

32 農作物共済引受要綱（平成 30

年経営第 380 号）第 1 章第 8 節第
4 の規定による農作物共済の 10 ア
ール当たり収穫量の決定及び通知  

    ○        

33 果樹共済引受要綱（平成 30 年

経営第 1305 号）第 1 章第 8 節第 5
の規定による果樹共済の標準収量
表並びに同節第 7 の規定による 10

アール当たり収穫量の決定及び通
知 

    ○        

34 畑作物共済引受要綱（平成 30

年経営第 1044 号）第 1 章第 8 節
第 5 の規定による畑作物共済の 10
アール当たり収穫量の決定及び通

知 

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 十 一 号 の 項 第 一 号 中 「 第 2 条 」 を 「第 3 条 」 に 改 め 、 同 項 中 第

十 四 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え 、 同 項 を 同

表 第 十 二 号 の 項 と す る 。  

2  規則第 4 条の規定による貸付け
の員外利用割合の限度の特例の指
定 

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 中 第 十 号 の 項 を 第 十 一 号 の 項 と し 、 第 七 号 の 項 か ら 第 九 号 の 項 ま

で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六 号 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

7 農業協同組

合法施行規
則 （ 平 成
17 年 農 林

水産省令第
27 号 ） の
施行に関す

る 
事務 

省令第 232 条の規定による事業計

画書の受理  

           

(1)  農林水産事務所等の所管区
域又はその区域に満たない区

域を地区とする農業協同組合
及び農業協同組合連合会に係
るもの  

       ○    農林水 産
事務所等  

(2) (1)以外のもの      ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 畜 産 課 の 表 中 第 十 号 の 項 及 び 第 十 一 号 の 項 を 削 り 、 第 十 二 号 の 項 を 第 十 号 の 項 と し 、 第 十

三 号 の 項 か ら 第 二 十 号 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

19 畜産経営の

安定に関す
る法律（昭
和 36 年 法

律 第 183
号）の施行
に関する事

務 

1  法第 10 条第 1 項の規定による

指定事業者の指定  

    ○       

2  法第 11 条第 1 項の規定による
指定事業者の公示等  

    ○       

3  法第 13 条第 1 項及び第 2 項の

規定による指定事業者の解除  

    ○       

4  法第 29 条第 2 項の規定による
報告の徴収及び検査  

    ○       

5  畜産経営の安定に関する法律施
行令（昭和 36 年政令第 387 号）

第 5 条第 2 項の規定による加工原
料乳の数量の算出等  

    ○       

6  政令第 5 条第 3 項の規定による

加工原料乳の数量の通知  

    ○       

7  政令第 16 条第 5 項の規定によ
る報告  

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 山 漁 村 づ く り 課 の 表 第 七 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

7 農山漁村振

興交付金実
施要綱（平
成 28 年 27

農 振 第
2325 号 ）
に関する事

務 

1  要綱第 3 の規定による農山漁村

振興推進計画の作成及び提出  

    ○       

2  要綱第 4 の規定による事業実施
計画及び年度別事業実施計画の策
定及び提出  

    ○       

3  要綱第 6 の規定による事業実施

後の評価等の実施  

    ○       
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別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 第 三 号 の 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

1  法第 4 条第 1 項の規定による農

地の転用の許可  

    ○        

2  法第 4 条第 8 項の規定による協
議 

    ○        

3  法第 4 条第 9 項の規定による農

業委員会の意見の聴取（法第 5 条
第 5 項において準用する場合を含
む。）  

    ○        

4  法第 5 条第 1 項の規定による農

地等の転用の許可  

    ○        

5  法第 5 条第 4 項の規定による協
議 

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 第 三 号 の 項 第 二 十 一 号 及 び 第 二 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

21 法第 51 条第 1 項の規定による

違反転用に対する処分及び命令  

    ○        

22 法第 51 条第 2 項の規定による
命令書の交付  

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 第 三 号 の 項 第 三 十 一 号 及 び 第 三 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

31 民事執行法による農地等の売却

の処理方法について（平成 28 年
27 経営 3195、27 農振 2146 農林水
産 省 経 営 局 長 、 農 村 振 興 局 長 通

知）による農地の競売及び国税滞
納処分による農地等の公売の処理
手続きについて（昭和 58 年 58 構

改Ｂ 203 号構造改善局長通知）に
よる農地の公売に関する適格証明
書の交付  

    ○        

32 農地法関係事務処理要領の制定

に つ い て （ 平成 2 1 年 2 1 経 営
4608、21 農振 1599 農林水産省経
営局長、農村振興局長通知）に係

る 事 業 計 画 変 更 申 請 の 承 認 

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 第 七 号 の 項 中 第 九 十 七 号 を 削 り 、 第 九 十 六 号 を 第 九 十 七 号 と し 、 第 十 二 号

か ら 第 九 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 十 一 号 中 「 第 36 条第 8 項 」 を 「第 36 条第 9 項 」 に 改 め 、 同 号

を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 第 十 号 を 同 項 第 十 一 号 と し 、 同 項 第 九 号 中 「 第 29 条の 3 」 を 「 第 29 条の 4 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 十 号 と し 、 同 項 第 八 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

9  法第 29 条の 2 第 4 項による土
地改良区から提出される決算書類
の受領  

       ○   農林水 産
事務所等  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 森 林 ・ 林 業 経 営 課 の 表 第 十 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

10 林業成長産
業化総合対
策実施要綱

（ 平 成 30
年 29 林政
政 第 892

号）の施行
に関する事
務 

1  要綱別記 1 の第 2 の規定による
事業構想等の作成  

     ○       

2  要綱別記 1 の第 4 の規定による
報告 

     ○       

3  要綱別記 1 の第 6 の規定による

改善措置等の実施  

     ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 森 林 ・ 林 業 経 営 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

23 森林経営管

理法（平成
30 年 法 律
第 35 号）

の施行に関
する事務  

1  法第 18 条第 1 項の規定による

経営管理権集積計画の内容の通知  

    ○       

2  法第 19 条第 1 項の規定による
裁定 

    ○       

3  法第 20 条第 1 項の規定による

裁定の通知  

    ○       

4  法第 27 条第 1 項の規定による      ○       
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  裁定            

  5  法第 28 条第 1 項の規定による

裁定の通知及び公告  

    ○       

6  法第 36 条第 1 項の規定による
民間事業者の公募  

    ○       

7  法第 36 条第 2 項の規定による
民間事業者の公表  

    ○       

8  法第 45 条第 1 項の規定による
林業経営者への指導及び助言  

    ○       

9  法第 48 条第 1 項の規定による
森林経営管理事務の代替執行につ

いての市町への協議  

  ○         

10 法第 48 条第 3 項の規定による
森林経営管理事務の代替執行に係
る公告  

  ○         

11 法第 49 条第 1 項の規定による

市町への経営管理に関する助言、
指導、情報の提供その他の援助  

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 み ど り 共 生 推 進 課 の 表 第 二 号 の 項 第 四 十 八 号 中 「 （平成 9 年 6 月 13 日法律第 81 号） 」 及

び 「（平成 10 年三重県条例第 49 号） 」 を 削 り 、 同 項 第 四 十 九 号 及 び 第 五 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

49 条例第 34 条第 2 項の規定によ

る助言及び勧告（条例第 36 条第 2
項において準用する場合を含む。
次号において同じ。）  

           

(1) 環境影響評価法第 2 条第 4

項及び三重県環境影響評価条
例第 2 条第 2 項の規定による
対象事業  

    ○        

(2) (1)以外のもの         ○   農林水 産

事務所等  

50 条例第 35 条の規定による中止
命令等  

           

(1) 環境影響評価法第 2 条第 4

項及び三重県環境影響評価条
例第 2 条第 2 項の規定による
対象事業  

    ○        

(2) (1)以外のもの         ○   農林水 産

事務所等  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 み ど り 共 生 推 進 課 の 表 第 四 号 の 項 第 七 十 七 号 中 「 第 20 条第 29 号 」 を 「第 20 条第 30 号 」

に 改 め る 。  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 漁 業 環 境 課 の 表 第 五 号 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

28 漁業法等の一部を改正する等の
法律（平成 30 年法律第 95 号）附
則第 15 条第 3 項の規定による海

区漁業調整委員の選任  

○           

別 表 第 一 農 林 水 産 部 漁 業 環 境 課 の 表 第 十 六 号 の 項 第 十 四 号 中 「 、漁業生産組合 」 を 削 り 、 「 組合等」とい

う。） 」 を 「組合」という。）並びに漁業生産組合（以下この項において「生産組合」という。） 」 に 改 め 、 同

項 第 十 五 号 中 「 第 86 条第 2 項、 」 を 削 り 、 「 組合等 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 項 第 十 六 号 中 「 第 86 条第 2 項、 」

を 削 り 、 「 組合等 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 項 第 十 七 号 中 「 第 86 条第 2 項、 」 を 削 り 、 「 組合等 」 を 「組合 」 に

改 め 、 同 項 第 十 八 号 中 「 第 86 条第 2 項、 」 を 削 り 、 「 組合等 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 項 第 十 九 号 中 「 第 86 条第

2 項、 」 を 削 り 、 「 組合等 」 を 「 組合 」 に 改 め 、 同 項 第 二 十 号 中 「 第 86 条第 2 項、 」 を 削 り 、 「 組合等 」 を

「組合 」 に 改 め 、 同 項 第 二 十 四 号 中 「 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業

協同組合連合会（以下この項において「組合」という。） 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 項 第 二 十 五 号 か ら 第 二 十 九 号

ま で の 規 定 中 「 第 86 条第 3 項、 」 を 削 り 、 同 項 第 三 十 号 中 「 第 86 条第 4 項及び 」 を 削 り 、 同 項 第 三 十 一 号 中

「 第 86 条第 4 項及び 」 及 び 「、漁業生産組合 」 を 削 り 、 同 項 中 第 五 十 号 を 第 五 十 五 号 と し 、 第 四 十 五 号 か ら 第

四 十 九 号 ま で を 五 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 四 十 四 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び生産組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第
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四 十 九 号 と し 、 同 項 第 四 十 三 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び生産組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 十 八 号 と し 、 同 項

中 第 三 十 四 号 か ら 第 四 十 二 号 ま で を 五 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 十 三 号 を 削 り 、 同 項 第 三 十 二 号 中 「 第 86 条第 4

項 」 を 削 り 、 同 号 の 次 に 次 の 六 号 を 加 え る 。  

33 法第 84 条の 7 第 2 項の規定に

よる定款の変更の届出の受理  

       ○   農林水 産

事務所等  

34 法第 85 条の 2 第 4 項の規定に
よる成立の届出の受理  

       ○   農林水 産
事務所等  

35 法第 85 条の 4 第 2 項の規定に
よる解散の届出の受理  

       ○   農林水 産
事務所等  

36 法第 85 条の 5 第 3 項の規定に

よる合併の届出の受理  

       ○   農林水 産

事務所等  

37 法第 85 条の 14 の規定による清
算結了届の受理  

       ○   農林水 産
事務所等  

38 法第 86 条の 9 の規定による組

織の変更の届出の受理  

       ○   農林水 産

事務所等  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 漁 業 環 境 課 の 表 第 十 七 号 の 項 第 二 号 中 「 、漁業生産組合 」 を 削 り 、 「 組合等 」 を 「組合 」

に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合

会（以下この項において「組合」という。） 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び漁業生

産組合（以下この項において「生産組合」という。） 」 に 改 め 、 同 項 中 第 六 号 を 削 り 、 第 七 号 を 第 六 号 と し 、 同

項 第 八 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び生産組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 七 号 と し 、 同 項 第 九 号 中 「 組合等 」 を 「組

合及び生産組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 八 号 と し 、 同 項 第 十 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び生産組合 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 九 号 と し 、 同 項 第 十 一 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び生産組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 号 と し 、 同 項

第 十 二 号 中 「 組合等 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 一 号 と し 、 同 項 第 十 三 号 中 「 組合等 」 を 「組合 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 第 十 四 号 中 「 組合等 」 を 「組合及び生産組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 三 号

と し 、 同 項 第 十 五 号 中 「 第 36 条第 1 項 」 を 「第 36 条 」 に 、 「組合等 」 を 「組合 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 四 号

と し 、 同 項 第 十 六 号 を 同 項 第 十 五 号 と し 、 同 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

16 規則第 40 条第 5 項の規定によ
る破産手続開始の申立ての届出の

受理 

       ○   農林水産
事務所等  

17 規則第 40 条第 8 項の規定によ
る業務報告書の受理  

       ○   農林水産
事務所等  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 水 産 基 盤 整 備 課 の 表 第 十 号 の 項 中 「 第 2 の(12) 」 を 削 り 、 「 事後評価 」 を 「事業計画及び

事後評価等 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 雇 用 経 済 部 中 小 企 業 ・ サ ー ビ ス 産 業 振 興 課 の 表 第 一 号 の 項 第 四 号 中 「 第 37 条第 1 項 」 を 「第 49 条第

1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 第 37 条第 3 項 」 を 「第 49 条第 3 項 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 第 37 条第 4 項 」

を 「第 49 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 第 38 条第 1 項 」 を 「第 50 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 第

38 条第 2 項 」 を 「第 50 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 第 38 条第 4 項 」 を 「第 50 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 項

第 十 号 中 「 第 39 条第 2 項 」 を 「第 51 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 一 号 中 「 第 46 条 」 を 「第 58 条 」 に 改 め 、 同

項 第 十 二 号 中 「 第 47 条 」 を 「第 59 条 」 に 改 め 、 同 表 第 六 号 の 項 第 八 号 中 「 第 37 条並びに 」 を 削 り 、 同 表 第 七

号 の 項 第 四 号 中 「 ただし書 」 の 次 に 「 及び第 12 条 」 を 加 え 、 同 項 第 五 号 中 「 第 12 条 」 を 「第 13 条 」 に 改 め 、

同 項 第 六 号 中 「 第 13 条第 2 項 」 を 「第 14 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 第 14 条 」 を 「第 15 条 」 に 改 め 、

同 項 第 八 号 中 「 第 15 条第 1 項 」 を 「第 16 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 第 15 条第 2 項 」 を 「第 16 条第 2

項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 第 16 条 」 を 「第 17 条 」 に 改 め 、 同 項 第 十 一 号 中 「 第 17 条第 1 項 」 を 「第 18 条第

1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 二 号 中 「 第 17 条第 2 項 」 を 「第 18 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中 「 第 18 条第 1

項 」 を 「第 19 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 四 号 中 「 第 19 条 」 を 「第 20 条 」 に 、 「 利用状況 」 を 「利用状況

等 」 に 改 め 、 同 項 第 十 五 号 中 「 第 20 条 」 を 「第 21 条 」 に 改 め 、 同 表 第 十 二 号 の 項 第 一 号 中 「 第 4 条第 3 項 」 を

「第 4 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 第 21 条 」 を 「第 26 条 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 公 共 用 地 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

6 所有者不明
土地の利用

の円滑化等
に関する特

1  法第 6 条の規定による他人の土
地等への立入許可  

   ○        

2  法第 7 条第 1 項の規定による障

害物の伐採等の許可  

   ○        
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別措置法の

施行に関す
る事務  

3  法第 7 条第 1 項の規定による意  

見陳述機会の付与  

    ○       

4  法第 7 条第 3 項の規定による障
害物の伐採等の許可  

    ○       

5  法第 10 条第 2 項の規定による

土地使用権等の裁定申請書の受理
（法第 19 条第 2 項において準用
する場合を含む。）  

     ○      

6  法第 11 条第 1 項の規定による

土地使用権等の裁定申請に係る事
業の要件該当性の確認（法第 19
条第 2 項において準用する場合を

含む。）  

   ○        

7  法第 11 条第 2 項及び第 3 項の
規定による関係行政機関等への意
見の照会等（法第 19 条第 2 項に

おいて準用する場合を含む。）  

    ○       

8  法第 11 条第 4 項の規定による
公告等（法第 19 条第 2 項におい

て準用する場合を含む。）  

    ○       

9  法第 11 条第 5 項の規定による
確知所有者等への通知（法第 19
条第 2 項において準用する場合を

含む。）  

    ○       

          

10 法第 12 条第 1 項及び第 2 項の
規定による土地使用権等の裁定申
請の却下（法第 19 条第 2 項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

   ○        

         

11 法第 12 条第 3 項の規定による
事業者への通知（法第 19 条第 2
項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）  

    ○       

12 法第 22 条第 1 項の規定による
土地使用権等の譲渡の承認  

   ○        

13 法第 22 条第 2 項の規定による

公告 

    ○       

14 法第 23 条第 1 項の規定による
裁定の取消しに係る要件該当性の
確認 

   ○        

15 法第 25 条第 1 項の規定による

原状回復命令  

    ○       

16 法第 25 条第 2 項の規定による
原状回復の代執行の決定  

○           

17 法第 25 条第 2 項の規定による

原状回復の代執行を行う旨の公告  

    ○       

 18 法第 26 条第 1 項の規定による
立入検査等  

    ○       

別 表 第 一 県 土 整 備 部 道 路 建 設 課 の 表 第 二 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2 踏切道改良

促進法（昭
和 36 年法
律 第 195

号）の施行
に関する事
務 

1  法第 4 条第 1 項の規定による地

方踏切道改良計画等に係る協議  

    ○       

2  法第 4 条第 8 項の規定による国
土交通大臣への裁定の申請  

○           

3  法第 6 条第 1 項の規定による地
方踏切道改良協議会の設立  

    ○       

別 表 第 一 県 土 整 備 部 下 水 道 課 の 表 を 削 り 、 同 表 県 土 整 備 部 港 湾 ・ 海 岸 課 の 表 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

県土整備部 下水道経営課 
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区
分 

事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関
の名称  知

事 

専決者  受
任
者 副

知
事 

本庁 地域機関  

部

長 

次

長 

課

長 

班

長 

所

長 

室

長  

課

長 

所

長 

1 下水道法の
施行に関す
る事務  

 

1  法第 12 条の 10 の規定による特
定施設の設置、構造等の変更等の
届出事項等に関する通知及び事故

時の届出事項等の通知の受理  

       ○    流域下 水
道事務所  

  2  法第 25 条の 10 第 1 項の規定に
よ る 流 域 下 水 道 の 設 置 等 の 決 定
（維持その他管理に係るものに限

る。）  

○           

  3  法第 25 条の 10 第 2 項の規定に
よる市町による流域下水道の設置

等の承認（維持その他管理に係る
ものに限る。）  

○           

  4  法第 25 条の 14 の規定による終
末処理場での下水の処理の開始等

の通知  

      ○    流域下 水
道事務所  

  5  法第 25 条の 16 の規定による原
因調査及び必要な措置の要請  

    ○       

  6  法第 25 条の 18 において準用す
る法第 11 条の 2 の規定による使

用開始等届出の受理  

       ○    流域下 水
道事務所  

            

  7  法第 25 条の 18 において準用す
る法第 12 条の 3 の規定による特

定施設設置等届出の受理  

       ○    流域下 水
道事務所  

  8  法第 25 条の 18 において準用す
る法第 12 条の 4 の規定による特
定施設の構造等変更届出の受理  

       ○    流域下 水
道事務所  

  9  法第 25 条の 18 において準用す

る法第 12 条の 5 の規定による計
画変更命令及び計画廃止命令  

       ○    流域下 水

道事務所  

  10 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 12 条の 6 第 2 項の規定に

よる実施の制限期間の短縮の承認  

       ○    流域下 水
道事務所  

  11 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 12 条の 7 の規定による氏

名変更等届出の受理  

       ○    流域下 水
道事務所  

  12 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 12 条の 8 第 3 項の規定に
よる承継届出の受理  

       ○    流域下 水
道事務所  

  13 法第 25 条の 18 において準用す

る法第 12 条の 9 第１項の規定に
よる事故時の届出の受理  

       ○    流域下 水

道事務所  

  14 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 12 条の 9 第 2 項の規定に

よる事故時の応急措置命令  

       ○    流域下 水
道事務所  

  15 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 13 条第 1 項の規定による

立入検査  

       ○    流域下 水
道事務所  

  16 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 15 条の 2 の規定による災
害時維持修繕協定の締結（維持そ

の他管理に係るものに限る。）  

  ○         

  17 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 16 条の規定による工事等
の承認（維持その他管理に係るも

のに限る。）  

    ○       
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  18 法第 25 条の 18 において準用す

る法第 18 条の 2 の規定による汚
濁原因者負担金の決定  

  ○         

  19 法第 31 条の 2 第 1 項の規定に

よる流域下水道の設置等に要する
費用の市町に対する負担の決定  

    ○       

  20 法第 31 条の 2 第 2 項の規定に
よる市町への意見の聴取  

    ○       

  21 法第 31 条の 4 の規定による下

水道の管理の効率化に関する協議
会の設置（維持その他管理に係る
ものに限る。）  

   ○        

  22 法第 33 条の規定による許可又

は承認の条件付与（維持その他管
理に係るものに限る。）  

    ○       

  23 法第 37 条第 1 項及び第 3 項の

規定による工事等に関する必要な
指示（維持その他管理に係るもの
に限る。）  

    ○       

  24 法第 37 条の 2 の規定による特

定施設等の改善命令並びに特定施
設の使用及び下水の排除の停止命
令 

    ○       

  25 法第 38 条の規定による監督処

分等（維持その他管理に係るもの
に限る。）  

   ○        

  26 法第 39 条の規定による報告の
徴収（維持その他管理に係るもの

に限る。）  

    ○       

  27 法第 39 条の 2 の規定による報
告の徴収  

    ○       

2 

 

電気事業法

の施行に関
する事務  

1  法第 42 条第 1 項及び第 2 項の

規定による保安規程に係る届出  

           

(1) 複数の事業場を統括するも
の 

   ○        

(2) その他のもの        ○    流域下 水
道事務所  

2  法第 43 条第 1 項及び第 2 項の
規定による主任技術者の選任  

   ○        

3  法第 43 条第 3 項の規定による
主任技術者の選任及び解任の届出  

           

(1) 複数の事業場を統括するも

の 

    ○       

(2) その他のもの        ○    流域下 水
道事務所  

4  法第 47 条第 1 項及び第 2 項の

規定による事業用電気工作物の設
置等に係る認可申請  

           

(1) 複数の事業場を統括するも
の 

   ○        

(2) その他のもの        ○    流域下 水

道事務所  

5  法第 47 条第 4 項及び第 5 項並
びに法第 48 条第 1 項の規定によ
る事業用電気工作物の設置等に係

る届出  

           

(1)  複数の事業場を統括するも
の  

    ○       

(2) その他のもの        ○    流域下 水  
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             道事務所  

3 

 

三重県流域

下水道条例
（ 昭 和 62
年三重県条

例 第 28
号）の施行
に関する事

務 
 

1  条例第 6 条の規定による指定管

理者の指定の申請の告知  

    ○       

2  条例第 7 条第 1 項の規定による
指定管理候補者の選定  

  ○         

3  条例第 7 条第 2 項の規定による
指定管理者の指定  

  ○         

4  条例第 8 条の規定による指定等
の告示  

    ○       

5  条例第 9 条の規定による協定の
締結 

  ○         

6  条例第 10 条の規定による事業

報告書の受理  

    ○       

7  条例第 11 条の規定による業務
状況の聴取等  

    ○       

8  条例第 12 条の規定による知事

による管理の決定  

    ○       

9  条例第 13 条の規定による使用
期間及び休業日の変更  

    ○       

10 条例第 21 条ただし書の規定に
よる原状回復義務の免除の承認  

    ○       

県土整備部 下水道事業課 

区
分 

事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関
の名称  知

事 

専決者  
受
任
者 

副

知
事 

本庁 地域機関   

部 
長 

次 
長 

課 
長 

班 
長 

所 
長 

室  
長  

課 
長 

所 
長 

1 下水道法の
施行に関す

る事務 
 

1  法第 2 条の 2 の規定による流域
別下水道整備総合計画の策定等  

○           

2  法第 4 条の規定による事業計画

の策定  

   ○        

3  法第 25 条の 10 第 1 項の規定に
よ る 流 域 下 水 道 の 設 置 等 の 決 定
（維持その他管理に係るものを除

く。）  

○           

4  法第 25 条の 10 第 2 項の規定に
よる市町による流域下水道の設置

等の承認（維持その他管理に係る
ものを除く。）  

○           

  5  法第 25 条の 11 第 1 項の規定に
よる事業計画の策定（法第 25 条

の 11 第 7 項において準用する場
合を含む。）  

   ○        

  6  法第 25 条の 11 第 3 項の規定に
よる事業計画に係る関係市町への

意見の聴取（法第 25 条の 11 第 7
項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
む。）  

      ○    流域下 水
道事務所  

  7  法第 25 条の 15 の規定による使

用の一時制限の決定等  

    ○       

  8  法第 25 条の 17 の規定による他
の施設等の管理者との協議  

    ○       

  9  法第 25 条の 18 において準用す

る法第 15 条の規定による他の工
作物の管理者との協議及び工事の  

   ○        
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  施行等の決定             

  10 法第 25 条の 18 において準用す

る法第 15 条の 2 の規定による災
害時維持修繕協定の締結（維持そ
の他管理に係るものを除く。）  

  ○         

  11 法第 25 条の 18 において準用す

る法第 16 条の規定による工事等
の承認（維持その他管理に係るも
のを除く。）  

    ○       

  12 法第 25 条の 18 において準用す

る法第 17 条の規定による他の工
作物の管理者との協議及び費用の
負担の決定  

   ○        

  13 法第 25 条の 18 において準用す
る法第 18 条の規定による施設損
傷負担金の決定  

   ○        

  14 法第 31 条の 4 の規定による下

水道の管理の効率化に関する協議
会の設置（維持その他管理に係る
ものを除く。）  

   ○        

  15 法第 32 条の規定による他人の

土地の立入り等の決定  

         ○ 流域下 水

道事務所  

  16 法第 33 条の規定による許可又
は承認の条件付与（維持その他管
理に係るものを除く。）  

    ○       

  17 法第 37 条第 1 項及び第 3 項の
規定による工事等に関する必要な
指示（維持その他管理に係るもの

を除く。）  

    ○       

  18 法第 38 条の規定による監督処
分等（維持その他管理に係るもの
を除く。）  

   ○        

  19 法第 39 条の規定による報告の

徴収（維持その他管理に係るもの
を除く。）  

    ○       

            

2 都市計画法
の施行に関

する事務  

1  法第 59 条第 1 項の規定による
市町の都市計画事業の認可  

   ○        

 2  法第 59 条第 2 項の規定による
都市計画事業施行に係る国土交通
大臣への認可申請  

   ○        

  3  法第 59 条第 6 項の規定による

公 共 施 設 管 理 者 へ の 意 見 の 聴 取
（法第 63 条において準用する場
合を含む。）  

    ○       

  4  法第 62 条第 1 項の規定による

都市計画事業の認可の告示等（法
第 63 条において準用する場合を
含む。）  

   ○        

  5  法第 63 条第 1 項の規定による

事業計画の変更に係る国土交通大
臣への認可申請  

   ○        

  6  法第 63 条第 1 項の規定による

市町の事業計画の変更認可  

   ○        

  7  法第 65 条第 1 項の規定による
建築等の認可  

      ○    流域下 水
道事務所  

  8  法第 65 条第 2 項の規定による
意見の聴取  

      ○    流域下 水
道事務所  

  9  法第 80 条第 1 項の規定による

報告、勧告等  

   ○        

別 表 第 一 県 土 整 備 部 都 市 政 策 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 三 十 六 号 を 第 三 十 八 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 三 十 五 号 ま で を
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二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

3  法第 5 条の 2 第 1 項の規定によ

る準都市計画区域の指定等（法第
5 条の 2 第 4 項において準用する
場合を含む。）  

  ○         

4  法第 5 条の 2 第 2 項の規定によ

る関係市町等に対する意見の聴取
（法第 5 条の 2 第 4 項において準
用する場合を含む。）  

    ○        

別 表 第 一 県 土 整 備 部 都 市 政 策 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

10 踏切道改良
促進法の施
行に関する

事務 

1  法第 4 条第 1 項の規定による地
方踏切道改良計画等に係る協議  

    ○       

2  法第 4 条第 8 項の規定による国
土交通大臣への裁定の申請  

○           

3  法第 6 条第 1 項の規定による地
方踏切道改良協議会の設立  

    ○       

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 百 九 十 一 号 を 第 百 九 十 四 号 と し 、 第 百 六 十 七 号 か ら 第 百 九

十 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 百 六 十 六 号 を 第 百 六 十 七 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

168  法第 85 条第 6 項の規定による
許可 

    ○        

169  法第 85 条第 7 項の規定による

建築審査会の同意を求めること  

    ○        

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 百 六 十 五 号 を 第 百 六 十 六 号 と し 、 第 五 十 八 号 か ら 第 百 六 十

四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 五 十 七 号 中 「 第 43 条第 1 項ただし書 」 を 「第 43 条第 2 項第 2 号 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 八 号 と し 、 同 項 第 五 十 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

57 法第 43条第 2項第 1号の規定によ
る建築認定  

       ○   建設事 務
所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 十 一 号 の 項 第 六 号 中 「 届出 」 の 次 に 「 の受理 」 を 加 え 、 同 項 第 七 号 中

「 廃止等の届出 」 を 「廃業等の届出の受理 」 に 改 め 、 同 項 第 十 六 号 を 同 項 第 二 十 七 号 と し 、 同 項 第 十 五 号 の 次 に

次 の 十 一 号 を 加 え る 。  

16 法第 41 条の規定による登録      ○        

17 法第 43 条の規定による登録簿

への登録  

    ○        

18 法第 44 条の規定による登録の
拒否 

    ○        

19 法第 46 条の規定による変更の

登録 

    ○        

20 法第 47 条の規定による変更の
届出の受理  

     ○      

21 法第 48 条の規定による廃業等
の届出の受理  

     ○      

22 法第 51 条の規定による指示      ○        

23 法第 52 条の規定による業務停
止命令  

    ○        

24 法第 53 条の規定による登録の
取消し  

    ○        

25 法第 54 条の規定による業務管

理者の解任命令  

    ○        

26 法第 56 条の規定による登録の
抹消 

    ○        

別 表 第 二 共 通 決 裁 事 項 （
1） 一 般 事 務 の 表 第 十 四 号 の 項 第 一 号 中 「 、予備審査・懇話会等 」 を 削 り 、 同 表 第 三 十

三 号 の 項 中 「 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 」 の 次 に 「 （ 昭和 54 年法律第 49 号） 」 を 加 え 、 同 項 第

三 号 中 「 第 7 条の 2 」 を 「 第 8 条 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 7 条の 3 」 を 「 第 9 条 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中

「 第 14 条 」 を 「第 15 条 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 第 15 条 」 を 「第 16 条 」 に 改 め 、 同 表 中 第 三 十 九 号 の 項 を 第
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四 十 号 の 項 と し 、 第 三 十 八 号 の 項 を 第 三 十 九 号 の 項 と し 、 第 三 十 七 号 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

38 所有者不明

土地の利用
の円滑化等
に関する特

別措置法の
施行に関す
る事務  

1  法第 7 条第 2 項及び第 3 項の規

定による公告及び通知  

    ○       

2  法第 10 条第 1 項の規定による
土地使用権等の裁定の申請（法第
19 条第 1 項の規定による土地使用

権等の存続期間の延長についての
裁定申請を含む。）  

  ○         

3  法第 10 条第 3 項第 3 号及び第 4

号の規定による行政機関の長への
意見照会等（法第 19 条第 2 項に
おいて準用する場合を含む。）  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

 (2) 地域機関の所掌に属するも

の  

       ○     

4  法第 10 条第 4 項の規定による
意見書を得ることができなかった
事情の疎明  

           

 (1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

 (2) 地域機関の所掌に属するも
の  

      ○     

5  法第 10 条第 5 項の規定による
住民の意見を反映させるために必

要な措置の実施  

           

 (1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

 (2) 地域機関の所掌に属するも
の  

      ○     

6  法第 20 条第 1 項の規定による

標識の設置  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

 (2) 地域機関の所掌に属するも
の  

      ○     

7  法第 22 条第 1 項の規定による

土地使用権等の譲渡申請  

  ○         

8  法第 27 条第 1 項及び第 37 条第
1 項の規定による収用又は使用の
裁定の申請  

  ○         

           

9  法第 29 条第 3 項の規定による

裁定申請を却下した旨の通知の受
理（法第 37 条第 2 項において準
用する場合を含む。）  

    ○       

         

10 法第 33 条の規定による裁定を

した旨の通知の受理（法第 37 条
第 4 項において準用する場合を含
む。）  

    ○       

11 法第 38 条の規定による相続財
産の管理人の選任の請求  

    ○       

12 法第 39 条第 2 項の規定による
土地所有者等関連情報の提供依頼  

           

 (1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

(2)  地域機関の所掌に属するも

の  

       ○     

13 法第 39 条第 2 項の規定による
土地所有者等関連情報の提供  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

 (2)  地域機関の所掌に属するも

の  

      ○     
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14 法第 39 条第 3 項の規定による

本人同意の取得  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

(2)  地域機関の所掌に属するも
の  

       ○     

15 法第 39 条第 5 項の規定による

土地所有者等関連情報の提供依頼  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

(2)  地域機関の所掌に属するも
の  

       ○     

16 法第 41 条の規定による国土交

通省職員の派遣の要請  

    ○       

17 所有者不明土地の利用の円滑化
等に関する特別措置法施行令第 1
条第 5 号、第 6 条第 5 号、第 7 条

第 5 号及び第 8 条第 5 号の規定に
よる書面の送付等  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○       

(2)  地域機関の所掌に属するも

の  

       ○     

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 総 務 部 法 務 ・ 文 書 課 の 表 に 次 の よ う に 加

え る 改 正 規 定 、 別 表 第 一 県 土 整 備 部 公 共 用 地 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 及 び 別 表 第 二 共 通 決 裁 事 項 （
1）

一 般 事 務 の 表 中 第 三 十 九 号 の 項 を 第 四 十 号 の 項 と し 、 第 三 十 八 号 の 項 を 第 三 十 九 号 の 項 と し 、 第 三 十 七 号 の 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 同 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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